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J
I
L
P
T
「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
と
企
業
行
動
に
関
す
る
調
査
」
(
2
0
2
4
）
の
概
要
（
速
報
）

調
査
の
概
要

実
施
機
関

労
働
政
策
研
究
・研

修
機
構
（

JI
L
P
T
）

調
査
の
目
的

今
後
の
最
低
賃
金
に
関
す
る
検
討
に
資
す
る
た
め
、
2
0
2
4
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
中
小
企
業
の
対
応
等
に
つ
い
て
調
査
す
る
も
の
。

調
査
の
対
象

従
業
員
規
模
１
人
以
上

3
0
0
人
未
満
の
全
国
の
企
業

1
9
,9

2
2
社
（
官
公
営
、
非
営
利
法
人
除
く）

。
 ※
2
0
2
3
年
調
査
に
回
答
が
あ
っ
た
企
業

(8
,1

1
7
社

)を
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
民
間
調
査
会
社
が
保
有
す
る
企
業
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
、
新
規
調
査
企
業
と
し
て
、

1
1
,8

0
5
社
を
抽
出
。
8
,1

1
7
社
に
は
、
2
0
2
1
～

2
0
2
3
年
調
査
と
も
回
答
が
あ
っ
た
パ
ネ
ル
接
続
可
能
企
業
（

2
,5

1
3
社
）
を
含
む
。

※
抽
出
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
の
グ
ル
ー
プ
（
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
が
最
低
賃
金
の
目
安
を
示
す
際
に
用
い
る
Ａ
～
Ｃ
の
３
ラ
ン
ク
区
分
）
ご
と
に
、
産
業

（
1
5
区
分
）
×
従
業
員
規
模
（

7
区
分
）
別
に
層
化
無
作
為
抽
出
。

調
査
方
法

郵
送
に
よ
る
配
布
・回

収

調
査
期
間

2
0
2
5
年

1
月

2
4
日
～

2
月

1
2
日
（

3
月
上
旬
ま
で
に
到
着
し
た
調
査
票
を
集
計
）

集
計
対
象

企
業
数
等

集
計
対
象
企

業
数
・
割
合

集
計
対
象
企
業
数
：

8
,6

6
6
社

（
4
3
.5
％

/1
9
,9

2
2
社
）

（
う
ち
、
2
0
2
1
年
～

2
0
2
3
年
調
査
も
回
答
し
た
企
業
（
パ
ネ
ル
接
続
可
能
）
の
集
計
対
象
企
業
数
：

1
,8

4
3
社
（

7
3
.3
％

/2
,5

1
3
社
）

集
計
対
象
企

業
の
主
な
属

性 備
考

・本
資
料
は
、
労
働
政
策
研
究
・研

修
機
構
「最

低
賃
金
の
引
上
げ
と
企
業
行
動
に
関
す
る
調
査
」
（

2
0
2
4
年
）
の
速
報
値
を
も
と
に
厚
生

労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
作
成
。
速
報
値
で
あ
る
た
め
、
数
値
が
改
訂
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

・産
業
、
従
業
員
規
模
、
ラ
ン
ク
ご
と
の
回
収
数
を
も
と
に
、
集
計
結
果
が
母
集
団
の
構
成
比
と
同
様
と
な
る
よ
う
、
復
元
処
理
（
ウ
ェ
イ
ト
バ
ッ

ク
）
を
行
っ
て
い
る
。

ラ
ン
ク

集
計
対
象
企
業
数

構
成
比
(%

)
業
種

集
計
対
象
企
業
数

構
成
比
(%

)
Ａ
ラ
ン
ク

1
,8

4
3

2
1
.3

建
設
業

1
,8

1
7

2
1
.0

Ｂ
ラ
ン
ク

4
,4

9
6

5
1
.9

製
造
業

1
,5

0
3

1
7
.3

Ｃ
ラ
ン
ク

2
,3

2
7

2
6
.9

情
報
通
信
業

1
5
8

1
.8

 
運
輸
業

3
3
7

3
.9

従
業
員
数

集
計
対
象
企
業
数

構
成
比
(%

)
卸
売
業

8
7
6

1
0
.1

１
～
４
人

2
,9

2
9

3
3
.8

小
売
業

1
,2

2
2

1
4
.1

５
～
９
人

2
,1

2
7

2
4
.5

金
融
業
，
保
険
業

1
0
8

1
.2

1
0
～
1
9
人

1
,5

9
3

1
8
.4

不
動
産
業
，
物
品
賃
貸
業

3
5
9

4
.1

2
0
～
2
9
人

6
8
4

7
.9

宿
泊
業

1
0
1

1
.2

3
0
～
4
9
人

6
3
5

7
.3

飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

3
5
6

4
.1

5
0
～
9
9
人

4
2
4

4
.9

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

2
2
7

2
.6

1
0
0
～
2
9
9
人

2
7
4

3
.2

娯
楽
業

6
1

0
.7

教
育
，
学
習
支
援
業

8
9

1
.0

医
療
，
福
祉

4
2
0

4
.8

上
記
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
業

1
,0

3
2

1
1
.9

3



4
.1

 
4
.9

 
1
1
.9

 
7
.2

 

5
7
.9

 

1
4
.0

 

4
.0

 
4
.8

 
1
1
.6

 
7
.1

 

5
8
.5

 

1
4
.0

 
5
.5

 
6
.0

 
1
5
.3

 
8
.1

 

5
0
.4

 

1
4
.8

 

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

最 賃 を 下 回 る

最 賃 と 同 額

最 賃 を ５ ％ 未 満

上 回 る

最 賃 を ５ ％ ～ １

０ ％ 未 満 上 回 る

最 賃 を １ ０ ％ 以

上 上 回 る

無 回 答

事
業
所
の
正
社
員
の
最
も
低
い
賃
金

全
国
計

市
・
特
別
区

郡
（
町
、
村
）

(％
)

正
社
員
及
び
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
事
業
所
内
で
最
も
低
い
賃
金
に
つ
い
て

事
業
所
内
（
※
）
で
最
も
低
い
賃
金
に
つ
い
て
、
正
社
員
で
は
、
最
低
賃
金
を
1
0
％
以
上
上
回
る
企
業
が
最
も
多
く
、
そ
の
中
で
も
市
・
特

別
区
の
方
が
、
郡
（
町
、
村
）
よ
り
も
割
合
が
高
い
。
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
で
は
、
最
低
賃
金
を
５
％
未
満
上
回
る
企
業
が
最
も
多
く
、

郡
（
町
、
村
）
で
は
、
市
・
特
別
区
よ
り
も
「
最
賃
と
同
額
」
等
の
割
合
が
高
く
、
「
最
賃
を
1
0
％
以
上
上
回
る
」
等
の
割
合
が
低
い
。

4

（
※
）
本
社
が
立
地
す
る
都
道
府
県
に
あ
る
す
べ
て
の
事
業
所
内
を
指
す
。

（
注
）
集
計
対
象
企
業
（

8
,6

6
6
社
）
の
う
ち
、
上
図
は
正
社
員
が
い
る
企
業
（

8
,1

8
5
社
）
、
下
図
は
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
が
い
る
企
業
（

4
,4

1
1
社
）
に
つ
い
て
集
計
。

（
注
）
回
答
者
は
事
業
所
内
で
最
も
低
い
賃
金
を
時
給
換
算
し
て
回
答
し
、
そ
れ
を
回
答
者
が
所
在
す
る
都
道
府
県
の
最
低
賃
金
額
と
比
較
し
た
も
の
。
時
給
に
換
算
す
る
際
は
、
精
皆
勤
手
当
、
通
勤
手
当
、
家
族
手
当
、

臨
時
に
支
給
さ
れ
る
結
婚
祝
い
金
、
賞
与
、
時
間
外
割
増
賃
金
、
休
日
出
勤
手
当
な
ど
を
除
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
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最 賃 を 下 回 る

最 賃 と 同 額

最 賃 を ５ ％ 未 満

上 回 る

最 賃 を ５ ％ ～ １

０ ％ 未 満 上 回 る

最 賃 を １ ０ ％ 以

上 上 回 る

無 回 答

事
業
所
の
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
最
も
低
い
賃
金

全
国
計

市
・
特
別
区

郡
（
町
、
村
）

(％
)



正
社
員
及
び
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素

正
社
員
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素
と
し
て
、
「
自
社
の
業
績
」
を
挙
げ
る
中
小
企
業
が
最
も
多
い
が
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
決

定
の
考
慮
要
素
と
し
て
は
、
「
地
域
別
最
低
賃
金
」
を
挙
げ
る
中
小
企
業
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

5
（
注
）
集
計
対
象
企
業
（

8
,6

6
6
社
）
の
う
ち
、
上
図
は
正
社
員
が
い
る
企
業
（

8
,1

8
5
社
）
、
下
図
は
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
が
い
る
企
業
（

4
,4

1
1
社
）
に
つ
い
て
集
計
。
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地 域 別 最 低 賃 金

産 業 別 最 低 賃 金

同 じ 地 域 の 賃 金

相 場

同 じ 職 種 の 賃 金

相 場

職 務 （ 役 割 ）

成 果
経 験 年 数

年 齢
自 社 の 業 績

そ の 他

無 回 答

正
社
員
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素
（
複
数
回
答
）

全
国
計

市
・
特
別
区

郡
（
町
、
村
）

(％
)
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地 域 別 最 低 賃 金

産 業 別 最 低 賃 金

同 じ 地 域 の パ ー

ト ・ ア ル バ イ ト の

賃 金 相 場

同 じ 職 種 の 正 社 員

の 賃 金

職 務 （ 役 割 ）

成 果
経 験 年 数

年 齢
自 社 の 業 績

そ の 他

無 回 答

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素
（
複
数
回
答
）

全
国
計

市
・
特
別
区

郡
（
町
、
村
）

(％
)



賃
金
の
引
上
げ
に
際
す
る
物
価
上
昇
の
考
慮
状
況
に
つ
い
て

賃
金
の
引
上
げ
に
際
し
て
、
物
価
の
状
況
を
考
慮
し
た
と
回
答
し
た
企
業
の
割
合
は
６
割
程
度
で
あ
る
。

6
（
注
）
集
計
対
象
企
業
（

8
,6

6
6
社
）
の
う
ち
、
直
近
１
年
間
に
従
業
員
（
正
社
員
あ
る
い
は
非
正
社
員
の
い
ず
れ
か
）
の
賃
金
を
「
引
き
上
げ
た
」
企
業
（

6
,3

2
8
社
）
に
つ
い
て
集
計
。

考
慮
し
た

, 
6

2
.9

 

6
3

.2
 

5
9

.4
 

考
慮
し
て
い
な
い

, 
3

4
.1

 

3
3

.9
 

3
7

.0
 

無
回
答

, 
3

.0
 

3
.0

 

3
.6

 

0
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1
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0
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3
0
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4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

全
国
計

市
・特

別
区

郡
（
町
、
村
）



5
5
.2

1
4
.8

3
4
.0

8
.2

0
.3

1
4
.5

1
2
.2

4
3
.9

1
.3

5
7
.7

3
9
.5

2
0
.7

1
0
.1

3
.0

2
.4

5
.9

2
5
.6

3
.5

5
.1

2
.8

1
.1

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

製 品 ・ サ ー ビ ス の 価 格 ・ 料 金 の 引 上

げ

製 品 ・ サ ー ビ ス の 機 能 ・ 質 の 向 上 や

新 製 品 ・ 新 サ ー ビ ス の 開 発

人 員 配 置 や 作 業 方 法 の 改 善 に よ る 業

務 効 率 化

教 育 訓 練 の 充 実

教 育 訓 練 の 抑 制

労 働 力 節 約 の た め の 設 備 の 導 入 ・ 拡

大

設 備 投 資 の 抑 制

人 件 費 以 外 の 諸 経 費 等 コ ス ト の 削 減

都 道 府 県 の 最 低 賃 金 の 格 差 を 考 慮 し

た 事 業 所 の 移 転 ・ 廃 止 や 展 開

賃 金 の 引 上 げ （ 正 社 員 ）

賃 金 の 引 上 げ （ 非 正 社 員 ）

給 与 体 系 の 見 直 し

従 業 員 の 新 規 採 用 の 抑 制

従 業 員 の 採 用 の 重 点 を 非 正 社 員 か ら

正 社 員 に 切 り 替 え

パ ー ト ・ ア ル バ イ ト 等 非 正 社 員 へ の

切 り 替 え

請 負 ・ 派 遣 労 働 者 等 外 部 人 材 の 活 用

労 働 時 間 の 短 縮

年 収 を 抑 え る た め に 労 働 時 間 を 減 ら

す 従 業 員 に 対 応 し た 採 用 の 増 加

福 利 厚 生 費 用 の 削 減

そ の 他

無 回 答

2
0

2
4
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
処
す
る
た
め
の
取
組
の
内
訳
（
複
数
回
答
）

(％
)

取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た

, 
4

1
.7

取
り
組
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た

, 
5

6
.2

無
回
答

, 
2

.1

0
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

2
0

2
4
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
有
無

最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
有
無
及
び
内
容

2
0
2
4
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
中
小
企
業
の
割
合
は
4
1
.7
％
と
な
っ
て
お
り
、
取
組
の
内
容
で
は
、

「
賃
金
の
引
上
げ
」
を
除
け
ば
、
「
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
・
料
金
の
引
上
げ
」
、
「
人
件
費
以
外
の
諸
経
費
等
コ
ス
ト
の
削
減
」
、

「
人
員
配
置
や
作
業
方
法
の
改
善
に
よ
る
業
務
効
率
化
」
の
順
に
取
り
組
ん
だ
企
業
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

7
（
注
）
上
図
は
集
計
対
象
企
業
（

8
,6

6
6
社
）
、
下
図
は
集
計
対
象
企
業
の
う
ち
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
処
す
る
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
「
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
」
を
回
答
し
た
企
業
（

3
,9

9
0
社
）
に
つ
い
て
集
計
。

(％
)



6
.2

3
1
.5

4
5
.2

4
.6

3
.1

8
.5

1
.0

6
.4

3
1
.4

4
5
.3

4
.6

3
.0

8
.4

1
.0

3
.8

3
3
.0

4
4
.3

5
.1

3
.7

9
.7

0
.5

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

は っ き り と 伸 び た

は っ き り し な い が

伸 び た と 思 う

変 わ ら な い

は っ き り し な い が 、

低 下 し た と 思 う

低 下 し た

分 か ら な い

無 回 答

最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
結
果
、
労
働
者
の
１
時
間
当
た
り
の
生
産
や
売
上
が
伸
び
た
か

全
国
計

市
・
特
別
区

郡
（
町
、
村
）

(％
)

2
0
2
4
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
中
小
企
業
に
対
し
、
取
組
の
結
果
、
労
働
者
の
１
時
間
当
た
り
の
生

産
や
売
上
が
伸
び
た
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
変
わ
ら
な
い
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
は
っ
き
り
し
な
い
が
伸
び
た
と
思
う
」
が
多
か
っ

た
。

8
（
注
）
集
計
対
象
企
業
（

8
,6

6
6
社
）
の
う
ち
、
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
処
す
る
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
「
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
」
を
回
答
し
た
企
業
（

2
0
2
4
年
調
査
：

3
,9

9
0
社
）
に
つ
い
て
集
計
。

最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
に
よ
る
生
産
や
売
上
の
変
化
に
関
す
る
企
業
の
認
識

（
2
0
2
4
年
）



6
.8

1
7
.8

5
4
.0

4
.6

3
.9

1
2
.9

5
.2

1
9
.8

4
8
.3

1
5
.1

2
.1

9
.5

5
.6

3
5
.4

4
9
.0

5
.1

4
.0

1
.0

5
.4

3
9
.3

4
1
.3

6
.6

5
.8

1
.5

3
.9

3
5
.3

4
4
.1

7
.4

8
.6

0
.7

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

は っ き り と 伸 び た

は っ き り し な い が

伸 び た と 思 う

変 わ ら な い

低 下 し た※ １

分 か ら な い 、 何 も し て い な い 、

そ の 時 期 は 事 業 を 行 っ て い な か っ た※ ２

無 回 答

最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
結
果
、
労
働
者
の
１
時
間
当
た
り
の
生
産
や
売
上
が
伸
び
た
か

2
0
1
6
～

2
0
1
9
年

2
0
2
0
～

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

(％
)

2
0
1
6
年
以
降
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
中
小
企
業
に
対
し
、
取
組
の
結
果
、
労
働
者
の
１
時
間
当
た
り

の
生
産
や
売
上
が
伸
び
た
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
年
も
「
変
わ
ら
な
い
」
が
最
も
多
い
。
一
方
、
2
0
2
2
年
、
2
0
2
3
年
は
「
は
っ
き

り
と
し
な
い
が
、
伸
び
た
と
思
う
」
が
、

2
0
1
6
～
2
0
1
9
年
、
2
0
2
0
～
2
0
2
1
年
と
比
べ
て
増
加
し
て
い
る
。

9

※
１

2
0
2
2
年
～

2
0
2
4
年
調
査
に
つ
い
て
は
、
「
低
下
し
た
」
、
「
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
低
下
し
た
と
思
う
」
の
選
択
肢
の
合
算
。

※
２

2
0
2
2
年
～

2
0
2
4
年
調
査
に
お
け
る
選
択
肢
は
、
「
分
か
ら
な
い
」

（
注
）
「
2
0
1
6
～

2
0
1
9
年
」
と
「
2
0
2
0
～

2
0
2
1
年
」
は
、
2
0
2
1
年
調
査
に
よ
る
も
の
。

（
注
）
集
計
対
象
企
業
（

1
,8

4
3
社
）
の
う
ち
、
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
に
つ
い
て
「
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
」
を
回
答
し
た
企
業

（
2
0
2
4
年
調
査
：

8
8
2
社
、
2
0
2
3
年
調
査
：

9
1
0
社
、
2
0
2
2
年
調
査
：

6
4
9
社
、

2
0
2
1
年
調
査
：

1
,0

2
6
社
）
に
つ
い
て
集
計
。

最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
に
よ
る
生
産
や
売
上
の
変
化
に
関
す
る
企
業
の
認
識

（
パ
ネ
ル
集
計
）



2
5
.7

1
8
.2

2
2
.3

3
0
.2

3
.6

2
5
.9

1
8
.3

2
2
.1

3
0
.2

3
.5

2
3
.3

1
6
.5

2
5
.5

3
0
.5

4
.2

05

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

黒 字 （ 経 常 利 益 は 増 え た ）

黒 字 （ 経 常 利 益 は 変 わ ら な い ）

黒 字 （ 経 常 利 益 は 減 っ た ）

赤 字
無 回 答

前
事
業
年
度
か
ら
の
経
営
状
況
の
変
化
（
経
常
利
益
）

全
国
計

市
・
特
別
区

郡
（
町
、
村
）

(％
)

前
事
業
年
度
か
ら
の
経
常
利
益
の
変
化
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
黒
字
の
中
で
も
全
国
計
、
市
・
特
別
区
で
は
「
黒
字
（
経
常
利
益
は
増
え

た
）
」
が
最
も
多
く
、
郡
（
町
、
村
）
で
は
「
黒
字
（
経
常
利
益
は
減
っ
た
）
」
が
最
も
多
か
っ
た
。

1
0

前
事
業
年
度
か
ら
の
経
営
状
況
の
変
化
（
経
常
利
益
）

（
注
）
集
計
対
象
企
業
（

8
,6

6
6
社
）
に
つ
い
て
集
計
。



前
事
業
年
度
か
ら
の
生
産
・
売
上
額
の
変
化
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
全
国
計
及
び
市
・
特
別
区
で
は
「
増
え
た
」
「
変
わ
ら
な
い
」
は
そ
れ

ぞ
れ
3
0
％
程
度
、
「
減
っ
た
」
は
3
4
％
程
度
。
郡
（
町
、
村
）
は
、
「
増
え
た
」
が
2
6
.5
％
で
、
「
変
わ
ら
な
い
」
「
減
っ
た
」
は
そ
れ

ぞ
3
5
％
程
度
と
な
っ
て
い
る
。

1
1

前
事
業
年
度
か
ら
の
経
営
状
況
の
変
化
（
生
産
・
売
上
額
）

（
注
）
集
計
対
象
企
業
（

8
,6

6
6
社
）
に
つ
い
て
集
計
。

2
9
.9

3
2
.1

3
4
.1

3
.9

3
0
.2

3
1
.9

3
4
.0

3
.9

2
6
.5

3
4
.2

3
4
.7

4
.6

05

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

増 え た

変 わ ら な い

減 っ た

無 回 答

前
事
業
年
度
か
ら
の
経
営
状
況
の
変
化
（
生
産
・
売
上
高
）

全
国
計

市
・
特
別
区

郡
（
町
、
村
）

(％
)



7
.8

 
1
1
.1

 

5
.0

 
2
.6

 
5
.0

 
6
.7

 

1
.6

 

6
.7

 

2
2
.8

 

1
.6

 
2
.3

 

4
8
.1

 

4
.3

 
7
.8

 
1
1
.0

 

4
.9

 
2
.6

 
5
.0

 
6
.7

 

1
.6

 

6
.7

 

2
2
.8

 

1
.6

 
2
.3

 

4
8
.2

 

4
.3

 

8
.3

 

1
2
.3

 

5
.9

 
3
.6

 
4
.8

 
6
.9

 

1
.5

 

7
.4

 

2
2
.0

 

1
.3

 
1
.5

 

4
7
.1

 

4
.5

 

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

政 府 の 労 務 費 の 価 格 転 嫁 指 針 に お い て 、

最 低 賃 金 の 引 上 げ 率 等 の 例 示 が さ れ た こ

と で 、 価 格 転 嫁 が や り や す く な っ た

最 低 賃 金 の 大 幅 引 上 げ が 社 会 的 に 注 目 さ

れ て 、 価 格 転 嫁 が や り や す く な っ た

求 人 ・ 採 用 を 手 控 え た （ 最 低 賃 金 改 定 前

に 予 定 し て い た 数 よ り 減 ら し た ）

解 雇 ・ 雇 い 止 め や 退 職 者 不 補 充 に よ り 従

業 員 を 減 少 さ せ た

新 た に 社 会 保 険 の 対 象 と な っ た 労 働 者 が

生 じ た

就 業 調 整 を す る 短 時 間 労 働 者 が 増 え 人 手

不 足 が 強 ま っ た

採 用 に よ る 人 手 確 保 や 社 員 の 定 着 に つ な

が っ た

社 員 の モ チ ベ ー シ ョ ン が 上 が っ た

事 業 所 の 経 営 が 苦 し く な っ た

事 業 所 の 閉 鎖 を 行 っ た ・ 行 う こ と を 予 定

し た

そ の 他

左 記 の よ う な 影 響 は 受 け て い な い

無 回 答

2
0

2
4
年
度
地
域
別
最
低
賃
金
の
改
定
に
よ
る
、
2

0
2

4
年

1
0
月
か
ら
現
在
（

2
0

2
5
年

1
～
２
月
）
ま
で
の
間
で
の
影
響

全
国
計

市
・
特
別
区

郡
（
町
、
村
）

（
％
）

2
0
2
4
年
度
地
域
別
最
低
賃
金
の
改
定
に
よ
る
、
2
0
2
4
年
1
0
月
か
ら
現
在
ま
で
の
影
響

2
0
2
4
年
度
地
域
別
最
低
賃
金
の
改
定
に
つ
い
て
、
2
0
2
4
年
1
0
月
か
ら
現
在
（
2
0
2
5
年
１
～
２
月
）
ま
で
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
よ
う

な
影
響
は
受
け
て
い
な
い
と
の
回
答
が
最
も
多
く
、
次
い
で
、
「
事
業
所
の
経
営
が
苦
し
く
な
っ
た
」
、
「
最
低
賃
金
の
大
幅
引
上
げ
が

社
会
的
に
注
目
さ
れ
て
、
価
格
転
嫁
が
や
り
や
す
く
な
っ
た
」
が
多
か
っ
た
。

1
2

（
注
）
集
計
対
象
企
業
（

8
,6

6
6
社
）
に
つ
い
て
集
計
。



1
0
.3

 

8
.4

 

7
.2

 

7
.7

 

4
.6

 

4
.3

 

6
.1

 

3
5
.4

 

4
1
.4

 

4
3
.8

 4
9
.2

 

4
8
.5

 

4
6
.7

 4
8
.5

 

1
8
.7

 

2
1
.5

 

2
0
.9

 

1
9
.3

 

2
2
.0

 

2
1
.8

 2
1
.1

 

7
.8

 

7
.9

 

6
.5

 

6
.9

 

6
.5

 

5
.5

 5
.0

 

5
.0

 

3
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

2
.1

 

2
.3

 

3
.3

 

1
7
.3

 1
2
.9

 

1
5
.2

 1
1
.5

 

1
4
.5

 

1
6
.1

 1
4
.0

 

5
.4

 

4
.4

 

3
.9

 

2
.3

 

1
.8

 

3
.2

 

2
.0

 

1
～

4
人

5
～

9
人

1
0
～

1
9
人

2
0
～

2
9
人

3
0
～

4
9
人

5
0
～

9
9
人

1
0
0
～

2
9
9
人

（
参
考
）
従
業
員
規
模
別

7
.9

 

8
.7

 

8
.7

 

4
2
.9

 

4
0
.0

 

4
0
.2

 

1
9
.3

 

2
0
.1

 

2
0
.0

 

6
.5

 

7
.4

 

7
.3

 

3
.5

 

3
.9

 

3
.9

 

1
5
.3

 

1
5
.5

 

1
5
.5

 

4
.7

 

4
.4

 

4
.4

 

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

郡
（
町
、
村
）

市
・
特
別
区

全
国
計

原
材
料
・
仕
入
れ
価
格
の
上
昇
等
に
対
し
て
、
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
価
格
等
に
、
上
昇
コ
ス
ト
全
額
を
価
格
転
嫁
を
で
き
て
い
る
か

全
額
、
で
き
て
い
る

あ
る
程
度
、
で
き
て
い
る

ほ
と
ん
ど
、
で
き
て
い
な
い

全
く
、
で
き
て
い
な
い

上
昇
等
に
よ
る
影
響
は
受
け
て
い
な
い

何
と
も
言
え
な
い
・
分
か
ら
な
い

無
回
答

原
材
料
・
仕
入
れ
価
格
の
上
昇
等
に
対
し
て
、
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
価
格
等
に
上
昇
コ
ス
ト
を
価
格
転
嫁
で
き
て
い
る
か
に
つ
い
て

は
、
「
全
額
、
で
き
て
い
る
」
又
は
「
あ
る
程
度
、
で
き
て
い
る
」
中
小
企
業
が
合
計
4
8
.9
％
。
こ
の
割
合
は
、
従
業
員
規
模
に
応
じ
た

明
確
な
傾
向
は
見
て
取
れ
な
い
。

1
3

原
材
料
・
仕
入
れ
価
格
の
上
昇
等
に
対
す
る
価
格
転
嫁
①

（
注
）
集
計
対
象
企
業
（

8
,6

6
6
社
）
に
つ
い
て
集
計
。

4
8
.9
％
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4
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5
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3
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3
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4
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4
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4
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4
5
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4
2
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4
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1
7
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1
1
.8

8
.9

3
3
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1
8
.4

2
1
.6

1
4
.3

2
3
.7

1
2
.9

1
8
.2

1
0
.6

2
1
.2

2
7
.3

3
2
.2

2
7
.6

3
0
.0

3
3
.7

2
0
.5

2
0
.8

4
.4

4
.9

5
.5

8
.8

3
.2

5
.6

1
1
.4

1
3
.1

1
0
.4

7
.5

8
.4

3
2
.3

1
3
.3

3
0
.3

7
.1

1
.8

1
.0

1
1
.4

3
.4

1
.6

0
.9

1
5
.9

1
3
.6

0
.0

0
.6

1
.4 4
.7

5
.6

4
.6

9
.3

1
9
.3

8
.4

2
4
.8

1
6
.7

8
.1

1
1
.1

3
9
.6

2
3
.5

2
.0

6
.9

1
3
.0

1
5
.6

2
7
.5

2
5
.3

2
0
.6

4
.4 3
.5 2
.6

3
.7 3
.0

5
.5

8
.2

8
.3 5

.6 3
.8

4
.6

0
.0

0
.5

8
.2

3
.3

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

建
設
業

製
造
業

情
報
通
信
業

運
輸
業

卸
売
業

小
売
業

金
融
業
，
保
険
業

不
動
産
業
，
物
品
賃
貸
業

宿
泊
業

飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

娯
楽
業

教
育
，
学
習
支
援
業

医
療
，
福
祉

上
記
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
業

（
参
考
）
業
種
別

全
額
、
で
き
て
い
る

あ
る
程
度
、
で
き
て
い
る

ほ
と
ん
ど
、
で
き
て
い
な
い

全
く
、
で
き
て
い
な
い

上
昇
等
に
よ
る
影
響
は
受
け
て
い
な
い

何
と
も
言
え
な
い
・
分
か
ら
な
い

無
回
答

価
格
転
嫁
に
関
す
る
対
応
状
況
に
つ
い
て
、
業
種
別
に
み
る
と
、
「
全
額
、
で
き
て
い
る
」
又
は
「
あ
る
程
度
、
で
き
て
い
る
」
中
小
企

業
の
割
合
が
５
割
を
超
え
る
業
種
（
建
設
業
、
製
造
業
、
卸
売
業
、
小
売
業
、
宿
泊
業
）
も
あ
れ
ば
、
「
ほ
と
ん
ど
、
で
き
て
い
な
い
」
又
は

「
全
く
、
で
き
て
い
な
い
」
中
小
企
業
の
割
合
が
３
割
を
超
え
る
業
種
（
運
輸
業
、
不
動
産
業
，
物
品
賃
貸
業
、
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、
生
活

関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
、
教
育
，
学
習
支
援
業
、
医
療
，
福
祉
）
も
あ
る
。

1
4

原
材
料
・
仕
入
れ
価
格
の
上
昇
等
に
対
す
る
価
格
転
嫁
②

（
注
）
集
計
対
象
企
業
（

8
,6

6
6
社
）
に
つ
い
て
集
計
。



最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
応
す
る
た
め
に
期
待
す
る
政
策
的
支
援

中
小
企
業
が
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
期
待
す
る
政
策
的
支
援
と
し
て
、
「
賃
金
を
引
上
げ
た
場
合
の
税
制
優
遇

（
所
得
拡
大
税
制
等
）
の
拡
大
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
企
業
の
生
産
性
を
向
上
す
る
た
め
の
設
備
投
資
そ
の
他
の
取
組
に
対
す
る
助

成
金
の
拡
充
」
が
多
い
。

1
5

（
注
）
集
計
対
象
企
業
（

8
,6

6
6
社
）
に
つ
い
て
集
計
。

3
2
.4

 

4
.9

 

1
2
.1

 

2
3
.2

 

1
6
.7

 

5
.1

 

1
4
.8

 

4
3
.1

 

4
.3

 
4
.8

 

2
0
.6

 

5
.2

 

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

企 業 の 生 産 性 （ 収 益 力 ） を 向 上 す る た め の 設

備 投 資 そ の 他 の 取 組 に 対 す る 助 成 金 の 拡 充

企 業 の 生 産 性 （ 収 益 力 ） を 向 上 さ せ た 事 例 の

紹 介

労 働 者 の 人 材 開 発 に 対 す る 支 援 の 拡 充

製 品 価 格 、 サ ー ビ ス 料 金 の 引 上 げ （ 価 格 転

嫁 ） に 対 す る 支 援 （ 取 引 適 正 化 ）

価 格 転 嫁 に つ い て 消 費 者 の 理 解 を 得 る た め の

環 境 整 備

Ｉ Ｔ 技 術 の 導 入 や 活 用 法 な ど に 詳 し い 専 門 家

の 派 遣 や 相 談 サ ー ビ ス

賃 金 を 引 き 上 げ た 場 合 の 融 資 の 拡 充

賃 金 を 引 き 上 げ た 場 合 の 税 制 優 遇 （ 所 得 拡 大

税 制 等 ） の 拡 大

賃 金 の 引 上 げ に 関 す る 相 談 窓 口 の 設 置 、 支 援

情 報 の 提 供

そ の 他

期 待 す る 政 策 的 支 援 は な い

無 回 答

最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
期
待
す
る
政
策
的
支
援
（
複
数
回
答
）

(％
)

3
2
.4

 

4
.9

 

1
2
.1

 

2
3
.2

 

1
6
.7

 

5
.1

 

1
4
.8

 

4
3
.1

 

4
.3

 
4
.8

 

2
0
.6

 

5
.2

 

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

企 業 の 生 産 性 （ 収 益 力 ） を 向 上 す る た め の 設 備

投 資 そ の 他 の 取 組 に 対 す る 助 成 金 の 拡 充

企 業 の 生 産 性 （ 収 益 力 ） を 向 上 さ せ た 事 例 の 紹

介

労 働 者 の 人 材 開 発 に 対 す る 支 援 の 拡 充

製 品 価 格 、 サ ー ビ ス 料 金 の 引 上 げ （ 価 格 転 嫁 ）

に 対 す る 支 援 （ 取 引 適 正 化 ）

価 格 転 嫁 に つ い て 消 費 者 の 理 解 を 得 る た め の 環

境 整 備

Ｉ Ｔ 技 術 の 導 入 や 活 用 法 な ど に 詳 し い 専 門 家 の

派 遣 や 相 談 サ ー ビ ス

賃 金 を 引 き 上 げ た 場 合 の 融 資 の 拡 充

賃 金 を 引 き 上 げ た 場 合 の 税 制 優 遇 （ 所 得 拡 大 税

制 等 ） の 拡 大

賃 金 の 引 上 げ に 関 す る 相 談 窓 口 の 設 置 、 支 援 情

報 の 提 供

そ の 他

期 待 す る 政 策 的 支 援 は な い

無 回 答

最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
期
待
す
る
政
策
的
支
援
（
複
数
回
答
）

(％
)



株
式
会
社
ナ
ビ
ッ
ト
「最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者

の
意
識
や
対
応
等
に
関
す
る
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
」

(2
0

2
5
年
）
の
概
要
（
速
報
）



調
査
の
概
要

実
施
機
関

株
式
会
社
ナ
ビ
ッ
ト
（
厚
生
労
働
省
委
託
事
業
）

調
査
の
目
的

今
後
の
最
低
賃
金
に
関
す
る
検
討
に
資
す
る
た
め
、
2
0
2
4
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
意
識
や

対
応
等
に
つ
い
て
調
査
す
る
も
の
。
（
本
資
料
中
「
2
0
2
5
年
調
査
」と
表
記
）

な
お
、
株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
経
営
研
究
所
（
厚
生
労
働
省
委
託
事
業
）
「最

低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者
の
意
識
や
対
応

等
に
関
す
る
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
」（

2
0
2
4
年
）
は
、
2
0
2
3
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
意
識
や
対
応

等
に
つ
い
て
調
査
し
た
も
の
。
（
本
資
料
中
「
2
0
2
4
年
調
査
」と
表
記
）

調
査
の
対
象

時
間
当
た
り
賃
金
が
勤
務
地
の
地
域
別
最
低
賃
金
の

1
.1
倍
未
満
の
非
正
規
雇
用
労
働
者
で
１
年
以
上
勤
務
し
て
い
る
者
（
以
下
、
本

調
査
に
お
い
て
「最

賃
近
傍
雇
用
者
」と
い
う
。
）
※
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
調
査
に
よ
り
予
め
調
査
対
象
者
を
限
定
。

調
査
方
法

W
E
B
上
で
の
モ
ニ
タ
ー
調
査

調
査
期
間

2
0
2
5
年
５
月
２
日
～

1
2
日

集
計
対
象

者
数
等

集
計
対
象
者

数
集
計
対
象
者
数
：

3
,0

0
0
人

集
計
対
象
者

の
主
な
属
性

※
厚
生
労
働
省
「令

和
６
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」の
調
査
票
情
報
か
ら
集
計
し
た
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
属
性
（
性
別
・年

齢
階
級
・勤

務
地
の
地
域
区
分
）
別
の
構
成
比
を
も
と
に
、
全
体
回
答
数
を

3
,0

0
0
人
と
し
た
各
属
性
毎
の
目
標
回
答
数
を
設
定
。

備
考

本
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
委
託
事
業
「最

低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者
の
意
識
や
対
応
等
に
関
す
る
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
研

究
事
業
（
令
和
７
年
度
）
」の
中
間
報
告
を
も
と
に
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
作
成
。
速
報
値
で
あ
る
た
め
、
数
値
が
改
訂
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
。

株
式
会
社
ナ
ビ
ッ
ト
「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者
の
意
識
や
対
応
等
に
関
す

る
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
」
(
2
0
2
5
年
）
の
概
要
（
速
報
）

【性
別
】

【年
齢
階
級
】

【勤
務
地
の
地
域
区
分
】

男
性

7
9
8
人

2
9
歳
以
下

6
7
9
人

A
ラ
ン
ク

1
,4

3
8
人

女
性

2
,2

0
2
人

3
0
～

3
9
歳

2
7
7
人

B
ラ
ン
ク

1
,3

0
2
人

合
計

3
,0

0
0
人

4
0
～

4
9
歳

4
8
2
人

C
ラ
ン
ク

2
6
0
人

5
0
～

5
9
歳

6
2
5
人

合
計

3
,0

0
0
人

6
0
歳
以
上

9
3
7
人

合
計

3
,0

0
0
人

1
7



過
去
１
年
以
内
の
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
有
無
と
上
昇
額

⚫
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
う
ち
、
過
去
１
年
以
内
に
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
の
は
5
4
.6
％
で
あ
り
、
賃
金
上
昇
額
は
「
5
0
～
5
4
円
」

（
2
6
.7
％
）
、
「
1
0
～
1
4
円
」
（
1
3
.0
％
）
、
「
2
0
～
2
4
円
」
（
9
.5
％
）
の
順
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

1
8

は
い

5
4
.6

%
い
い
え

3
6
.5

%
わ
か
ら
な
い

8
.8

%

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

過
去
１
年
以
内
の
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
有
無

(%
)

1
.8

4
.6

1
3
.0

3
.2

9
.5

2
.7

8
.1

2
.4

5
.3

3
.0

2
6
.7

2
.0

3
.1

0
.5

2
.1

0
.5

1
.6

0
.3

0
.9

0
.3

5
.2

0
.3

0
.3

0
.1

0
.1

0
.4

0
.3

0
.1

1
.6

0

1
0

2
0

3
0

５円未満

５円～９円

１０円～１４円

１５円～１９円

２０円～２４円

２５円～２９円

３０円～３４円

３５円～３９円

４０円～４４円

４５円～４９円

５０円～５４円

５５円～５９円

６０円～６４円

６５円～６９円

７０円～７４円

７５円～７９円

８０円～８４円

８５円～８９円

９０円～９４円

９５円～９９円

１００円～１０９円

１１０円～１１９円

１２０円～１２９円

１３０円～１３９円

１４０円～１４９円

１５０円～１９９円

２００円～２４９円

２５０円～２９９円

３００円以上

１
年
前
と
現
在
を
比
較
し
た
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
額

(%
)

（
注
）
有
効
回
答
者
（

3
,0

0
0
人
）
に
つ
い
て
集
計
。
賃
金
上
昇
額
は
、
過
去
１
年
以
内
に
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
が
あ
っ
た
者
（

1
,6

3
9
人
）
に
つ
い
て
集
計
。



過
去
１
年
以
内
の
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
時
期
及
び
理
由

⚫
最
賃
近
傍
雇
用
者
に
つ
い
て
、
過
去
１
年
間
で
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
時
期
は
、
「
2
0
2
4
年
1
0
月
」
（
3
6
.2
％
）
が
最
も
多
く
、

「
2
0
2
5
年
４
月
」
（
1
4
.4
％
）
が
次
い
で
多
い
。
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
理
由
は
、
「
最
低
賃
金
が
上
が
っ
た
か
ら
」
（
7
4
.2
％
）
が
最

も
多
く
な
っ
て
い
る
。

1
9

8
.4

2
.3

2
.0

5
.9

3
6
.2

4
.9

4
.3

3
.7

1
.5

3
.9

1
4
.4

2
.9

1
5
.3

0

1
0

2
0

3
0

4
0

６
月

７
月

８
月

９
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

わ
か
ら
な
い

時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
時
期
（
複
数
回
答
）

(%
)

7
4
.2

2
.4

1
2
.4

6
.0

4
.5

2
.2

3
.7

2
.6

1
.3

5
.7

0

2
0

4
0

6
0

8
0

最 低 賃 金 が 上 が っ

た か ら

年 齢 に 応 じ て 昇 給

さ れ た か ら

勤 続 年 数 に 応 じ て

昇 給 さ れ た か ら

昇 格 や 職 務 上 の 責

務 の 増 加 に 応 じ て

昇 給 さ れ た か ら

勤 務 先 が 賃 金 引 上

げ の 交 渉 に 応 じ て

く れ た か ら

勤 務 先 の 業 績 が よ

い か ら

勤 務 先 が 非 正 規 雇

用 労 働 者 の 待 遇 改

善 に 取 り 組 ん で い

る か ら

自 分 の 技 能 が 向 上

し た か ら （ 資 格 の

取 得 等 を 含 む ）

そ の 他

わ か ら な い

時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
理
由
（
複
数
回
答
）

(%
)

（
注
）
有
効
回
答
者
（

3
,0

0
0
人
）
の
う
ち
、
過
去
１
年
以
内
に
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
が
あ
っ
た
者
（

1
,6

3
9
人
）
に
つ
い
て
集
計
。



賃
金
上
昇
の
理
由
に
最
低
賃
金
を
挙
げ
た
労
働
者
の
暮
ら
し
向
き
、
賃
金
使
途

⚫
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
た
労
働
者
に
対
し
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
暮
ら
し
向
き
の
変
化
を
尋
ね

た
と
こ
ろ
、
「
変
わ
っ
て
い
な
い
」
が
6
0
.0
％
、
「
や
や
苦
し
く
な
っ
た
」
「
苦
し
く
な
っ
た
」
が
計
3
2
.0
％
、
「
ゆ
と
り
が
増
し
た
」
「
や
や

ゆ
と
り
が
増
し
た
」
が
計
8
.0
％
と
な
っ
て
い
る
。

⚫
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
、
か
つ
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
て
１
ヶ
月
の
賃
金
が
増
え
た
労
働
者
に
、

増
え
た
賃
金
の
使
途
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
ほ
ぼ
全
て
を
消
費
に
回
し
て
い
る
」
「
多
く
を
消
費
に
回
し
て
い
る
」
が
計
5
9
.8
％
と
な
っ
て
い
る
。

2
0

2
.1

5
.8

6
0
.0

2
1
.7

1
0
.3

0

4
0

8
0

ゆ
と
り
が
増
し
た

や
や
ゆ
と
り
が
増
し
た

変
わ
っ
て
い
な
い

や
や
苦
し
く
な
っ
た

苦
し
く
な
っ
た

１
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
、
暮
ら
し
向
き
の
変
化

(%
)

2
6
.6

3
3
.2

2
2
.8

1
3
.3

4
.1

0

2
0

4
0

ほ ぼ 全 て を 消

費 に 回 し て い

る

多 く を 消 費 に

回 し て い る

半 分 程 度 を 消

費 、 半 分 程 度

を 貯 蓄 に し て

い る

多 く を 貯 蓄 に

回 し て い る

ほ ぼ 全 て を 貯

蓄 に 回 し て い

る

増
え
た
賃
金
の
使
途

(%
)

（
注
）
過
去
１
年
以
内
に
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
が
あ
っ
た
者
の
う
ち
賃
金
上
昇
の
理
由
が
「
最
低
賃
金
が
上
が
っ
た
か
ら
」
と
回
答
し
た
者
（

1
,2

1
4
人
）
に
つ
い
て
集
計
。

増
え
た
賃
金
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
て
１
ヶ
月
の
賃
金
が
増
え
た
者
（

7
0
7
人
）
に
つ
い
て
集
計
。

※
図
表
に
表
示
さ
れ
た
数
値
は
四
捨
五
入
さ
れ
た
数
値
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
複
数
の
項
目
の
回
答
割
合
を
足
し
上
げ
た
際
に
、
実
際
の
集
計
結
果
を
足
し
上
げ
た
数
値
と
グ
ラ
フ
上
の
数
値
を
足
し
上
げ
た
数
値
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。



賃
金
上
昇
の
理
由
に
最
低
賃
金
を
挙
げ
た
労
働
者
の
賃
金
及
び
労
働
時
間
の
変
化

⚫
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
た
労
働
者
に
対
し
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
、
主
な
仕
事
の
労
働
時
間
の

変
化
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
変
わ
っ
て
い
な
い
」
が
6
6
.9
％
と
最
も
多
く
、
2
0
2
4
年
調
査
の
結
果
と
同
じ
傾
向
で
あ
っ
た
。

⚫
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
た
労
働
者
に
対
し
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
、
主
な
仕
事
に
よ
る
１
ヶ
月

あ
た
り
の
賃
金
の
増
減
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
増
え
た
」
「
や
や
増
え
た
」
が
計
5
8
.2
％
、
「
変
わ
っ
て
い
な
い
」
が
3
3
.3
％
、
「
や
や
減
っ

た
」
「
減
っ
た
」
が
計
8
.5
％
と
な
っ
て
お
り
、
2
0
2
4
年
調
査
の
結
果
と
同
じ
傾
向
で
あ
っ
た
。

2
1

6
.2

1
2
.6

6
6
.9

1
1
.2

3
.1

8
.0

1
2
.5

6
2
.0

1
3
.6

3
.9

0

2
0

4
0

6
0

8
0

増
え
た

や
や
増
え
た

変
わ
っ
て
い
な
い

や
や
減
っ
た

減
っ
た

１
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
、
主
な
仕
事
の
労
働
時
間
の
変
化

2
0
2
5
年
調
査

（
参
考
）

2
0
2
4
年
調
査

(%
)

8
.6

4
9
.7

3
3
.3

5
.4

3
.0

9
.4

4
6
.9

3
3
.3

6
.3

4
.1

0

2
0

4
0

6
0

増
え
た

や
や
増
え
た

変
わ
っ
て
い
な
い

や
や
減
っ
た

減
っ
た

１
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
、
主
な
仕
事
に
よ
る
１
ヶ
月
あ
た
り
の
賃

金
の
増
減

2
0
2
5
年
調
査

（
参
考
）

2
0
2
4
年
調
査

(%
)

（
注
）
過
去
１
年
以
内
に
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
が
あ
っ
た
者
の
う
ち
賃
金
上
昇
の
理
由
が
「
最
低
賃
金
が
上
が
っ
た
か
ら
」
と
回
答
し
た
者
（

2
0
2
5
年
調
査
：

1
,2

1
4
人
、
2
0
2
4
年
調
査
：

1
,1

8
7
人
）
に
つ
い
て
集
計
。

※
図
表
に
表
示
さ
れ
た
数
値
は
四
捨
五
入
さ
れ
た
数
値
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
複
数
の
項
目
の
回
答
割
合
を
足
し
上
げ
た
際
に
、
実
際
の
集
計
結
果
を
足
し
上
げ
た
数
値
と
グ
ラ
フ
上
の
数
値
を
足
し
上
げ
た
数
値
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。



そ
う
思
う

4
9
.9

や
や
そ
う
思
う

2
5
.9

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

1
7
.9

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い

2
.8

そ
う
思
わ
な
い

0
.7

わ
か
ら
な
い

2
.7

0
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
う
か

(%
)

今
後
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
関
す
る
見
解

⚫
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
か
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
そ
う
思
う
」
「
や
や
そ
う
思
う
」
が
計
7
5
.9
％
、
「
あ
ま
り
そ
う
思
わ

な
い
」
「
そ
う
思
わ
な
い
」
が
計
3
.6
％
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
う
理
由
は
、
「
現
在
の
最
低
賃
金
額
は

生
計
を
維
持
す
る
た
め
に
十
分
な
水
準
で
な
い
か
ら
」
が
6
5
.8
％
と
最
も
多
く
、
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
わ
な
い
理
由
は
、

「
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
と
、
そ
の
分
労
働
時
間
を
減
ら
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
」
が
2
6
.2
％
と
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

2
2

6
5
.8

5
1
.1

1
0
.7

1
0
.8

1
9
.9

1
.5

3
.0

0

2
0

4
0

6
0

8
0

現 在 の 最 低 賃 金 額 は 生 計 を 維 持 す る

た め に 十 分 な 水 準 で な い か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 自 分 の 賃

金 も 上 が る か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 所 得 格 差

が 縮 小 す る と 思 う か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 企 業 の 労

働 生 産 性 が 高 ま る と 思 う か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 消 費 が 喚

起 さ れ る な ど 経 済 に よ い 影 響 を 与 え

る と 思 う か ら

そ の 他

わ か ら な い

今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
う
理
由
（
複
数
回
答
）

(%
)

2
6
.2

1
7
.8

2
5
.2

1
3
.1

1
3
.1

1
5
.0

1
.9

2
9
.0

0

2
0

4
0

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 そ の 分 労

働 時 間 を 減 ら さ な く て は な ら な い か

ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 雇 い 止 め

さ れ た り 、 個 人 請 負 契 約 に 切 り 替 え

ら れ る 可 能 性 が あ る か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 勤 務 先 の

業 績 が 悪 化 す る と 思 う か ら

こ れ 以 上 高 い 賃 金 を も ら う の は 、 会

社 や 同 僚 に 申 し 訳 な く 思 う か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 社 員 間 の

給 与 の 格 差 が 小 さ く な り 、 貢 献 度 の

高 い 人 に と っ て 不 公 平 に な る か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 物 価 が 上

昇 す る な ど 経 済 に 悪 い 影 響 を 与 え る

と 思 う か ら

そ の 他

わ か ら な い

今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
わ
な
い
理
由
（
複
数
回
答
）

(%
)

（
注
）
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
う
か
に
つ
い
て
は
、
有
効
回
答
者
（

3
,0

0
0
人
）
に
つ
い
て
集
計
。
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
う
理
由
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
う
か
に

つ
い
て
「
そ
う
思
う
」
「
や
や
そ
う
思
う
」
と
回
答
し
た
者
（

2
,2

7
6
人
）
、
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
わ
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
わ
な
い
か
に
つ
い
て
「
あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い
」

「
そ
う
思
わ
な
い
」
と
回
答
し
た
者
（

1
0
7
人
）
に
つ
い
て
集
計
。

※
図
表
に
表
示
さ
れ
た
数
値
は
四
捨
五
入
さ
れ
た
数
値
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
複
数
の
項
目
の
回
答
割
合
を
足
し
上
げ
た
際
に
、
実
際
の
集
計
結
果
を
足
し
上
げ
た
数
値
と
グ
ラ
フ
上
の
数
値
を
足
し
上
げ
た
数
値
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
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